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背景と目的 

平成３０年６月に策定された「赤磐市山陽団地等活性化対策基本構想」の基本方針に示

す「多様な世代が循環し便利で快適に暮らせるまちづくり～子育て環境を整えて、住んで

みたい“まち”を目指す～」に沿った政策として、地域ニーズを踏まえた賃貸住宅の整備

を検討しています。 

本プロポーザルでは、土地の売却を条件とした新婚世帯や子育て世帯のための地域優良

賃貸住宅についての整備、運営を行う候補者を選定することを目的とし、その実施等につ

いては関係法令等に定めるもののほか、本要項によるものとします。 

 

第１ 事業内容に関する事項  

１ 事業名称  

赤磐市子育て支援型地域優良賃貸住宅整備事業（以下、「本事業」という。） 

 

２ 事業用地の概要  

所在地 赤磐市山陽６丁目９番１（位置図：別紙１、別紙２のとおり） 

敷地面積 ２,１４２.８１㎡ 

法面を除いた面積 約１,５００㎡ 

用途地域 第１種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

現況 更地 

最低売却価格 ２３,１００,０００円 

（価格の根拠：令和４年９月１日時点の不動産鑑定評価額） 

その他 接道：東側 市道山陽団地６丁目３号線（幅員約５.４ｍ） 

  西側 市道鴨前三ツ池２号線  （幅員約５.８ｍ） 

南側 市道山陽団地補助幹線１号（幅員約１２.０ｍ） 

上水道：有り  公共下水道：有り  都市ガス ：有り 

  

３ 提案施設の内容  

（１）満たすべき条件  

（ア）山陽団地内の世代循環を促す、新婚世帯や子育て世帯の定住促進につながる

賃貸住宅の建設及び管理運営に関する提案であること。 

（イ）管理期間は、入居募集開始から２０年間以上とする。 

（ウ）提案施設については、次に示す基準を全て満たすこと。 

（家賃、戸数及び専有面積） 

家賃 戸数 １戸あたり専有面積 

近傍同種の住宅の家賃の額と

均衡を失しない額 

５戸以上 ５０㎡以上 

※間取り・集合住宅・戸建住宅の別は問わない。 
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   （住宅の構造） 

    次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること。 

    （１）建築基準法第２条第九号の二イに掲げる基準に該当する住宅 

    （２）建築基準法第２条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する住宅又は

これに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次の（一）から（四）まで

に掲げる基準を全て満たす住宅 

（一）外壁及び軒裏が、建築基準法第２条第八号に規定する防火構造であるこ

と。 

     （二）屋根が、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３８８号）第１３６条の

２の２第一号及び第二号に掲げる技術基準に適合するものであること。 

     （三）天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に１５分以上耐

える性能を有するものであること。 

     （四）（一）から（三）までに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支

障のない構造であること。    

   （設備） 

    ・各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであるこ

と。 

（団地内道路） 

  ・団地内道路を設ける場合は、幅員６.５ｍ以上の団地外の一般の交通の用に供す 

る道路（団地の周辺の道路の状況によりやむを得ないときは、自動車の通行に

支障がない道路）に接続すること。 

・団地内道路は、幅員６ｍ（小区画で通行上支障がない場合は、４ｍ）以上と

し、かつ、原則としてアスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とし、か

つ、雨水等を排出するために有効な耐水材料で構成された側溝又はこれに代わ

る排水設備を設けること。 

   （駐車場） 

    ・駐車場は、居住者の自動車の保有率及び外来者の自動車の利用率を考慮して、

利用上適正な規模とし、その位置、構造等は、騒音、排気ガス、舷光等により

団地の居住環境を著しく阻害することなく、かつ、居住者の安全が確保される

ものでなければならない。 

   （共用廊下） 

    ・廊下の幅は、片廊下型住棟にあっては１.２ｍ以上、中廊下型住棟にあっては 

１.８ｍ以上とすること。ただし、中廊下型住棟にあっては、建築物の床面積、 

共用廊下の長さ、使用状況等を考慮して、１.２ｍ以上とすることができる。 
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  （階段） 

    ・階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表に掲げ

るところによらなければならない。ただし、屋上又は直上階のみに通ずる共用

階段及びその踊り場の幅は８５ｃｍ以上とすることができる。 

 

・地上階数が３以上の住宅を有する建築物の各階から避難階に通ずる直通階段

は、住宅と住宅以外の部分で兼用するものであってはならない。ただし、安全

上及び利用上支障のない場合においては、この限りでない。 

   （エレベーター） 

    ・高層住宅（地上階数６以上のものをいう。）には、エレベーターを設けなけれ

ばならない。また、中層住宅（地上階数３以上５以下のものをいう。）で地上

階数が５のものには、原則としてエレベーターを設けなければならない。 

   （併存住宅） 

    ・事務所、店舗その他これらに類するものの用途に供する部分が住宅と併存する

建築物にあっては、その用途が住宅又は周囲の居住者に風致上、安全上及び衛

生上又は生活環境を維持する上に悪影響を及ぼすおそれのないものでなければ

ならない。 

   （エネルギーの使用の合理化） 

    ・住宅は、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能

基準に適合しなければならない。 

   （天井） 

    ・居住室の天井の高さは、２.３ｍ以上としなければならない。 

   （コミュニティスペース） 

    ・入居者同士のコミュニティ形成に寄与するようなコミュニティスペースを設け

ること。（例：共有キッズスペース、共有ガーデン、談話室など） 

コミュニティスペースの設置については、住宅棟の中、別棟での設置、屋外ス

ペース等いずれも可とする。 

   （入居資格） 

    ・入居することができる世帯は、以下のいずれかに該当する世帯とする。 

     ①子育て世帯（同居者に１８歳未満の者又は妊娠している者がいる者） 

②新婚世帯（配偶者｟事実婚者、その他婚姻の予約者を含む｠を得て５年以内 

区分 階段及びその踊

り場の幅 

けあげの寸法 踏面の寸法 

共

用

階

段 

階段室型住棟階段 １００ｃｍ以上 ２０ｃｍ以下 ２４ｃｍ以上 

廊下型住棟屋内階段 １２０ｃｍ以上 ２０ｃｍ以下 ２４ｃｍ以上 

廊下型住棟屋外階段 ９０ｃｍ以上 ２０ｃｍ以下 ２４ｃｍ以上 

住戸内階段 ７５ｃｍ以上 ２２ｃｍ以下 １８ｃｍ以上  
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の者） 

  （入居者の収入基準） 

    ・入居者及び同居者の合計収入から給与所得控除や同居者控除などを差し引き１

２か月で割った月額所得が３８万７千円以下であること。 

  

（２）禁止する用途  

次に定める用途には使用できません。 

（ア）青少年に有害な影響を与える興業、物販、サービスの用途 

（イ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその

活動のために利用する用途 

（ウ）公序良俗に反する用途 

（エ）その他、市が本事業の主旨にふさわしくないと判断する用途 

 

（３）整備・管理運営条件  

事業者は、提案施設の整備及び管理運営にあたり、次の条件をすべて満たすこと

とします。   

（ア）施設の整備・管理運営等の事業全体について、関係法令を遵守した計画とし

てください。 

（イ）日影、風害、電波障害、景観など、周辺の農地や住宅等に与える影響に十分

配慮した計画としてください。 

  

（４）補助金 

整備費に係 

る補助対象 

費用と補助 

率等 

① 地域優良賃貸住宅制度を活用し、住宅の建設に係る費用の一部を

補助します。 

（１）補助対象費用は、主体付帯工事費、共同建設工事費及び調査設

計計画費とします。 

（２）補助率は、２階建て以下の場合は１／９、３階建て以上の場合

は１／６とします。（千円未満の端数が生じたときは切り捨てとしま

す。） 

② ①とは別に１千万円（定額）を補助します。 

※令和５年度赤磐市当初予算において可決されなかった場合は、この

限りではありません。 

 

第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 事業者選定の方法 

本事業は、「赤磐市山陽団地等活性化対策基本構想」を踏まえつつ、地域のまちづ

くり又は地域と調和した提案施設を整備・管理運営するものです。また、事業者の募

集及び選定方法は、民間事業者の有する能力・ノウハウを総合的に評価して選定する

ため、公募型プロポーザル方式によるものとし、最も優れた提案を行った応募者を、
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優先交渉権者（事業予定者）として選定します。 

 

２ 選定の手順及び予定スケジュール 

  選定の手順及び予定スケジュールは、次のとおりです。 

令和４年１０月１１日 

令和４年１０月１９日 

令和４年１１月１０日 

令和４年１１月２８日 

令和４年１２月１６日 

令和４年１２月２０日 

令和５年４月１日以降 

 

事業者説明会の開催 

質問書の受付締切 

参加申込の締切 

提案受付の締切 

プレゼンテーション及びヒアリング 

優先交渉権者の決定 

土地売買契約の締結及び所有権移転 

 補助金の交付手続き 

 原則として交付決定日以降の工事着手 

  

３ 参加資格に関する事項 

（１）応募者の構成 

ア 応募者の定義 

応募者は、市の求める条件を満たした提案施設を整備し管理運営することが

できる企画力、資力、社会的信用度、技術的能力、施設運営能力及び実績を有

する単独の法人、又は複数の法人（以下、「構成法人」という。）により構成

されるグループ（以下、「応募グループ」という。）とします。（単独で応募

の法人又は応募グループの全ての構成法人を以下、「応募者」という。） 

なお、優先交渉権者となった応募グループが、本事業を遂行するために、会社

法（平成１７年法律第８６号）に定める株式会社として特別目的会社（以下、

「ＳＰＣ」という。）を設立し、市と構成法人が個別に土地売買契約を締結す

る代わりに、当該ＳＰＣを市と土地売買契約を締結する主体としても構いませ

ん。ただし、ＳＰＣを設立する場合は、次の要件をすべて満たさなければなり

ません。 

ａ 応募グループの構成法人のうち代表法人は必ずＳＰＣに出資すること。 

ｂ 代表法人は、ＳＰＣの出資者のうち最大の出資を行うこと。 

ｃ 出資者である構成法人は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を保有する

ものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の

設定その他の一切の処分を行わないこと。 

 

イ 代表法人の選定 

（ア）応募グループにあっては、構成法人の中から、応募手続きを行う代表法

人を定め、資格確認書類の提出時に明らかにするものとします。 

（イ）応募グループにあっては、代表法人は、契約協議など市との調整・協議

等における窓口役を担うものとします。 
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ウ 協力法人の選定 

（ア）応募者は、応募者以外の者で、本事業の開始後、応募者から直接業務の

一部を受託又は請け負うことを予定している者（以下、「協力法人」とい

う。）の選定ができます。 

（イ）次に該当する協力法人については、事業提案書の提出時に管理運営にお

ける実施体制について明記するものとします。 

ａ 提案施設を賃借、又は運営委託する協力法人 

ｂ 提案施設の設計に関わる協力法人 

ｃ 提案施設の建設に関わる協力法人 

（ウ）応募者は、赤磐市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要綱に基

づく、指名停止措置を受けている者、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措

置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表に掲げる措置要件

に該当する者を、協力法人及び協力法人の資材、原材料の購入契約その他

の契約の相手方（以下、「協力法人等」という。）としてはならないもの

とします。これらの事実が確認された場合、市は応募者に対し、協力法人

等への選定の解除を求めることができるものとします。 

 

エ 複数応募の禁止 

（ア）応募者又は応募者と資本関係若しくは人的関係のある者（※）は、他の応

募グループの構成法人になることはできないものとします。 
（※）資本関係のある者 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による

親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
（※）人的関係のある者 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 一方の会社の代表権を有する者（個人事業の場合は代表者。以下同

じ。）が、他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６３条

又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼

ねている場合 

（イ）協力法人のうち、次に該当する業務の協力法人は、複数の応募者の協力

法人となることはできないものとします。 

ａ 提案施設の設計に関する業務 

ｂ 提案施設の建設に関する業務 

 

オ 応募者に参加資格要件を欠く事態が生じた場合の措置 

（ア）公告の日から優先交渉権者決定日までの間に、応募者に参加資格要件を

欠く事態が生じた場合には、当該応募者は原則として失格とします。ただ
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し、応募グループによる応募の場合は、当該応募グループの申し出によ

り、市の承認を条件として参加資格要件を欠く構成法人（ただし、代表法

人を除く）の変更ができるものとします。 

（イ）優先交渉権者決定日から本事業に係る土地売買契約の締結日までの間

に、応募者に参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、本事業に係る土

地売買契約を締結せず、優先交渉権の取り消しを行うことがあります。こ

の場合、市は一切責を負わないものとします。ただし、応募グループによ

る応募の場合は、当該応募グループの申し出により、市の承認を条件とし

て参加資格要件を欠く応募グループの構成法人（ただし、代表法人を除

く）の変更ができるものとし、市は変更後の応募グループと本事業に係る

土地売買契約を締結できるものとします。 

 

（２）応募者の参加資格要件  

応募者は、次のいずれにも該当しないものとします。 

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者、又はその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者。 

（イ）本事業の公告の日から契約締結日までの間に、赤磐市建設工事等入札参加

資格者に係る指名停止等要綱に基づく、指名停止措置を受けている者。 

（ウ）本事業の公告の日から契約締結日までの間に、赤磐市建設工事等暴力団排

除対策措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けている者及び入札参加有

資格者でない者にあっては当該措置要件に該当する行為を行っている者。 

（エ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務

所の閉鎖命令を受けている者。 

（オ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立

てをなされている者。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（カ）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立

てをなされている者。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（キ）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条

第１項の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通

告がなされている者。 

（ク）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の申立てがなされている

者。 

（ケ）本事業の公告日において、法人税、所得税、消費税及び地方消費税並び

に、岡山県が課税する県税、赤磐市が課税する市税の滞納がある者。 

（コ）本事業の公告日から起算して過去１年以上営業を行っていると認められな

い者。 
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４ 応募手続き等 

（１）事業者説明会の開催 

市職員による本事業の説明を行います。現地説明の実施は予定していません。 

（ア）日時・場所 

令和４年１０月１１日（火）午後２時～午後３時 

     赤磐市役所赤坂支所別館２階第２会議室 

（イ）申込方法 

令和４年１０月７日（金）正午までに次の申込先に、電子メールにて申し

込みください。申し込みを行う際は、「法人名・グループ名」「担当者名」

「当日の参加人数」をご記入ください。 

（申込先） 

赤磐市 建設事業部 地域整備推進室 

電子メール：chiikiseibi@city.akaiwa.lg.jp 

（ウ）留意事項 

・当日は、プレゼンテーション及びヒアリングの審査に関する質問には応じ

ません。 

・事業者説明会への出席は本プロポーザルの参加条件ではありません。 

 

（２）質問の受付 

本要項等に記載された内容に関する質問を次のとおり受け付けます。これ以外に

よる質問の提出は無効とします。 

（ア）提出方法：市ホームページより、公募型プロポーザルに関する質問書（様

式１）のファイルを入手、必要事項を記入の上、電子メールにファイルを添

付し、下記の提出先に送信してください。なお、メールタイトルは「募集要

項等に対する質問（法人名）」と明記してください。 

（イ）提出先：赤磐市 建設事業部 地域整備推進室 

電子メール：chiikiseibi@city.akaiwa.lg.jp 

（ウ）受付期間：令和４年９月２８日（水）から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

 

（３）質問に対する回答 

受け付けた質問に対する回答は、次のとおり市ホームページで公表します。 

（ア）公表時期：令和４年１０月２４日（月）午前１０時までに公表します。 

（イ）留意事項：受け付けた質問に対する回答は個別に行いません。 

質問を行った法人名は、公表しません。 

意見の表明と解される質問及び本事業に関係のない事項等の質問に対して

は、回答しません。 
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（４）参加申込み 

応募者（応募グループの場合は代表法人）は、参加資格に関する確認のため、参

加申込書、その他参加資格審査等の必要書類を提出してください。 

参加資格を審査のうえ、有資格者には令和４年１１月１５日（火）までにプロポ

ーザル参加資格確認結果通知します。 

（ア）受付期間：令和４年９月２８日（水）～令和４年１１月１０日（木） 

期間中の午前９時から午後５時まで 

（イ）提出方法：持参による。（郵送等による提出は受け付けません。） 

（ウ）提 出 先：赤磐市 建設事業部 地域整備推進室 

          （赤磐市町苅田５１６番地） 

（エ）提出書類：様式集の様式２、様式２別紙を参照のこと。 

（オ）参加申込書提出後の辞退：参加申込書を提出後に辞退する場合は、速やか

に「参加辞退届」（様式４）を提出してください。なお、提出資料は返却し

ません。 

 

（５）企画提案書の受付 

参加資格を有する応募者（以下、「提案者」という。）は、プロポーザル参加資

格確認結果通知を受けた後、企画提案書を次のとおり提出してください。 

（ア）受付期間：令和４年９月２８日（水）～令和４年１１月２８日（月） 

期間中の午前９時から午後５時まで 

（イ）提出方法：応募者（応募グループの場合は代表法人）の持参によること。

郵送等によるものは受け付けません。 

（ウ）提 出 先：赤磐市 建設事業部 地域整備推進室 

（赤磐市町苅田５１６番地） 

（エ）提出書類：詳細は、様式集の様式５を参照のこと。 

 

（６）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提出された企画提案について、プレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり

実施します。審査は、提案者からの提出書類、企画提案書、プレゼンテーションの

内容を比較・検討し総合的に審査、採点することにより、最高点となった提案者を

優先交渉権者とします。 

なお、提案内容が本要項第１の３（１）に記載の満たすべき条件を満足していな

い場合は、提案内容の優劣に関わらず優先交渉権者として選定しないこととしま

す。 

（ア）実施予定日：令和４年１２月１６日（金） 

実施順は、企画提案書の提出順とし、開始及び終了時刻は提案者（応募グル

ープの場合は代表法人）に別途通知します。 

（イ）開催場所：別途通知します。 

（ウ）そ の 他：新型コロナウイルス感染症拡大状況に応じて、ＷＥＢ等での実

施とする場合があります。 
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５ 審査及び選定に関する事項 

（１）選考委員会の設置  

選考委員会において事業提案の審査を行い、優先交渉権者及び次点交渉権者を決

定します。 

 

（２）審査の内容  

企画提案の審査は、企画提案書に記載の提案内容について、総合的な評価を行い

ます。選考委員会は非公開とします。 

なお、最高得点を得た提案者が２者以上いる場合は、下記の（ア）の項目中の得

点が高い提案者をより上位の交渉権者とします。（ア）の得点についても同点とな

った場合は、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）の順にそれぞれ比較し検討します。 

（ア）住宅・付帯施設【４０点】 

・建物・駐車場などの施設、及びその全体レイアウトに工夫が見られるか。 

・間取り・居室空間・水回り等の住宅設備について、新婚世帯や子育て世帯

の入居に繋がる工夫が見られるか。 

・コミュニティスペースに新婚世帯や子育て世帯の入居に繋がる工夫が見ら

れるか。（例：キッズスペース、広場、遊具、ベンチ、ＢＢＱテラス） 

（イ）管理・運営【３０点】 

・事業収支計画の実現性について。 

・住宅設置後の管理・運営方針について。 

・管理・運営期間について。 

（ウ）地域貢献【１０点】 

   ・山陽団地の活性化や、多様な世代が循環し便利で快適に暮らせるまちづく

りについて工夫が見られるか。（例：周辺住民も利用可能なカフェ、コイ

ンランドリー） 

（エ）事業実績【１０点】 

・本事業と同規模程度以上の住宅建設事業や、類似事業の実績の有無。 

    （オ）購入希望価格【１０点】 

      ・事業用地の購入価格について 

       （他社との比較：購入希望価格÷最高購入希望価格×１０） 

 

（３）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、すべての応募者（ただし、応募グループの場合は代表法人）に対し

て文書で通知するとともに、市ホームページにて公表します。なお、審査結果公表

時には、すべての応募者名及び得点合計を公表します。 

 

第３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

１ 事業者が提供する施設及びサービスの水準 

市と土地売買契約を締結した提案者（以下、「事業者」という。）は、自らの業務

範囲について、本要項に規定する水準の施設の整備及びサービスを提供することとし
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ます。 

 

２ 責任分担の考え方 

市と事業者の責任分担のうち、主要なものは次のとおりとします。また本要項に示

されていない事項は、双方の協議により定めるものとします。 

 

２－１ 埋蔵文化財調査に関するリスク・責任等の分担 

埋蔵文化財分布図では、文化財は確認されていませんが、事業者は、文化財担当

部局と協議のうえ必要な措置を講じてください。 

 

２－２ 地中障害物に関するリスク・責任等の分担 

用地地中に予見することができなかった地中障害物により提案施設の整備にあた

って重大な支障が生じる場合であっても、市は一切責任を負いません。 

 

２－３ 存在が確認されている既存構造物について 

（ア）用地内には一部にコンクリート製階段、Ｕ字溝が存置しています。また、地

中部において、旧県営住宅の基礎杭が存置されています。（別紙３：既存杭の

位置）新たに基礎杭を設置する際には、地盤の健全性・安定性に留意した上

で、既存基礎杭を避けて設置する、又は除却するなどの措置を講じてくださ

い。 

（イ）既存構造物の詳細については、現地調査等の実施により、事業者が自らの責

任において把握するものとし、市は既存構造物に係る現況把握調査、撤去、そ

の他一切の費用及び責任を負担しません。 

 

２－４ その他土地の瑕疵に関するリスク・責任等の分担 

（ア）土壌汚染の有無に関する調査については、地歴調査（水質汚濁防止法上の届

出履歴）において特定施設が確認されないため、市は法令上の自主調査は不要

と判断しています。 

（イ）事業者が土壌汚染に関する自主調査が必要と判断する場合は、事業者が自ら

の責任と負担により当該調査を行うものとします。事業者判断による自主調査

を実施した結果、基準値を超える物質の存在が確認された場合には、市は事業

者と協議を行い、土壌汚染対策に係る費用について、市が合理的な範囲で負担

するものとします。 

（ウ）その他、新たに調査及び対策等を実施する必要があると認められる場合は、

市と事業者が協議の上、方針を決定することとします。 

 

２－５ 施設の企画、設計、建設、運営に係るリスク・責任等の分担 

（ア）事業者の提案内容に起因する損害については、事業者が全ての責任を負うこ

ととします。 

（イ）計画内容及び建設工事に係る近隣への説明は事業者が行うものとし、事業者
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がこれらに関する責任を負うこととします。 

（ウ）法令変更及び不可抗力等により設計変更、工期延長、建設費用の増加等が生

じた場合は、事業者が責任を負うこととします。 

（エ）提案施設に瑕疵のあることが判明した場合、事業者はその取得者、利用者に

対し責任を負うこととします。 

（オ）事業者は、施設の安定的・継続的運営について責任を負うこととします。 

 

第４ 契約等の考え方 

１ 土地売買契約 

   市は、優先交渉権者と土地売買契約を締結します。 

優先交渉権者は市と土地売買契約を締結した後、市が指定する期日までに売買代金

の全額を納付していただきます。 

また、売買代金完納日をもって、所有権移転があったものとし、同時に引渡しがあっ

たものとします。 

前文の所有権移転に係る登記手続きは、市が行うものとし、これに係る登録免許税は、

事業者の負担とします。 

なお、管理期間が満了するまでの間は、土地の所有権移転を含め、本事業によって

得た権利・地位を第三者に譲渡することは、原則不可とします。 

 

２ 供用開始義務 

原則として、事業提案書に記載された提案施設の供用開始予定日までに提案施設の

建設を完了し、開業することとします。ただし、社会情勢の変動等、事業者の責めに

よらない事由により供用開始が遅れる場合についてはこの限りではありません。 

 

３ 市の承諾事項 

次に掲げる行為については、あらかじめ市の書面による承諾が必要です。 

（ア）土地の形質を変更しようとするとき 

（イ）建物等の所有権を移転しようとするとき 

（ウ）社会情勢の変動等、事業者の責めによらない事由により事業提案書の内容を

変更しようとするとき 

 

４ 地質調査の実施に係る条件 

優先交渉権者は、優先交渉権者決定後の手続き等の期間において、市の承諾を得

て、地質調査など敷地の掘削による事前調査を実施することができます。 

 

５ 優先交渉権の解除 

契約締結までの間に、契約を締結することが著しく不適当と認められる事情が生じ

た場合は、優先交渉権を取り消す場合があります。  

また、優先交渉権が取り消された場合について、準備等に要した費用について、市

では補償しません。 
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６ 市の契約解除権に係る条件 

（ア）市は、事業者が本要項に定める諸条件に反したとき、又は土地売買契約に定

める契約条件等に違反等したときは、催告によらず土地売買契約を解除するこ

とができることとします。 

（イ）事業者の契約違反等の理由により、市が事業者との土地売買契約を解除し、

市に損害が生じた場合には市は事業者に賠償を請求することができることとし

ます。 

 

７ 次点交渉権者との契約交渉及び地位の第三者譲渡 

優先交渉権者の辞退等により土地売買契約の締結ができない場合、次点交渉権者と

契約の交渉を行います。 

また、管理期間が満了するまでの間は、土地の所有権移転を含め、本事業によって

得た権利・地位を第三者に譲渡することは、原則不可とします。 

 

８ 不当介入に対する措置 

（ア）事業者は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、

暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行

を妨げる行為（以下、「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに市に報

告するとともに、警察に届け出るものとします。 

（イ）事業者は、協力法人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受け

たときは、直ちに市に報告するとともに、協力法人等に対して、警察に届け出

るよう指導しなければならないものとします。 

 

９ その他 

（１）企画提案書作成等、本プロポーザル参加に要する費用は提案参加者の負担と

します。 

（２）事故の発生等により必要と判断した場合、本プロポーザルの中止、延期又は

取り消しをすることができることとします。この場合において、本プロポーザ

ルに参加しようとする者に損害が生ずることがあっても市はその責を負いませ

ん。 

（３）提案参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立し、その場合は、１者

について審査した上で優先交渉権者として適当と認めた場合は、優先交渉権者

に選定します。 

（４）提出書類に虚偽または不正の記載があった場合は、参加申込書又は企画提案

書を無効とします。さらに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を

行うことがあります。 

（５）提出書類の返却は行いません。 

（６）提出後は、内容について追加・変更・差替は一切認めません。 

（７）提出された企画提案書等は、本プロポーザルの目的以外に使用しません。 

（８）提案における著作権等には十分注意した上で提案してください。万一これら
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に係る紛争等が発生した場合は、提案参加者の責任において解決してくださ

い。 

（９）採点票及び提出された企画提案書の一部等は、赤磐市情報公開条例に基づき

第三者から公文書開示請求があった場合、情報公開請求の対象となります。た

だし、本プロポーザル選考期間中は、赤磐市情報公開条例第７条第５号の規定

に基づき、開示の対象にはなりません。 

（１０）優先交渉権者の通知をもって本事業の契約を確約するものではありません。 



（別紙１）位置図（広域）
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（別紙２）位置図（詳細）

対象物件
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